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【要旨】  
近年、日本をはじめとする先進国では請負という形で最低賃金が適用されない主体が増加傾向に

ある。本論文では、2009年から 2019年の「日本家計パネル調査」（JHPS/KHPS）を用いて 2007年

以降の地域別最低賃金の大幅な上昇が請負の賃金に与えた影響を分析した。固定効果推定による

分析の結果、地域別最低賃金の引き上げは請負全体、女性請負の賃金に対しては影響を及ぼして

いないが、男性請負に対しては統計的に有意に正の影響を及ぼしていることが明らかになった。

先進国、とりわけ日本においては地域別最低賃金が、それが適用されない主体に与える影響には

男女差が存在する可能性が示唆された。また、仕事の内容により条件づけた男性請負のサンプル

の分析からは、地域別最低賃金の引上げが製造業等に従事する男性請負の賃金にとりわけ強く正

の影響を及ぼしていることが明らかになった。地域別最低賃金の影響に男女差が存在する背景に

は、最低賃金の引き上げに伴い企業が社会保険料のコストカットの恩恵が大きい請負への需要を

増大させるというメカニズムが働いている可能性がある。 
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概要

近年、日本をはじめとする先進国では請負という形で最低賃金が適用されない主体が増加傾向にある。本

論文では、2009年から 2019年の「日本家計パネル調査」（JHPS/KHPS）を用いて 2007年以降の地域別

最低賃金の大幅な上昇が請負の賃金に与えた影響を分析した。固定効果推定による分析の結果、地域別最低

賃金の引き上げは請負全体、女性請負の賃金に対しては影響を及ぼしていないが、男性請負に対しては統計

的に有意に正の影響を及ぼしていることが明らかになった。先進国、とりわけ日本においては地域別最低賃

金が、それが適用されない主体に与える影響には男女差が存在する可能性が示唆された。また、仕事の内容

により条件づけた男性請負のサンプルの分析からは、地域別最低賃金の引上げが製造業等に従事する男性請

負の賃金にとりわけ強く正の影響を及ぼしていることが明らかになった。地域別最低賃金の影響に男女差

が存在する背景には、最低賃金の引き上げに伴い企業が社会保険料のコストカットの恩恵が大きい請負への

需要を増大させるというメカニズムが働いている可能性がある。

謝辞:本稿の作成に当たり、慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センターから「日本家計パネル調査」（JHPS/KHPS）の個票
データを提供して頂いた。ここに記して感謝する。

1



目次

1 はじめに 3

2 制度的背景 5

2.1 最低賃金の制度的背景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 請負業主の定義、制度的背景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 先行研究ならびに本研究の位置づけ 7

3.1 最低賃金の引上げが賃金や所得分布に与える影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.2 最低賃金の引上げが「最低賃金が適用されない主体」の賃金や所得分布に与える影響 . . . . . . 7

3.3 本研究の意義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 使用データとデータセットの作成法 10

4.1 データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.2 JHPS/KHPSの利点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.3 データセットの作成と変数定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5 地域別最低賃金が請負の賃金に及ぼした影響に関する分析 13

5.1 分析方法、推定結果ならびに解釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.2 頑健性のチェック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

6 結論 22

2



1 はじめに

本論文では、2007 年以降の地域別最低賃金の大幅な引き上げが請負の賃金に及ぼした影響を推定する。

2006年以前日本では、全国的に最低賃金の引き上げ幅は小さかったが、2007年以降生活保護制度との兼ね合

いからこれまで最低賃金の引き上げ幅が抑制されてきた都市圏を中心に最低賃金が大幅に引き上げられること

になった。経済学において最低賃金の研究蓄積は極めて多く、英米を中心に最低賃金の雇用喪失効果や、雇用

者の賃金分布、所得に及ぼす影響が推定されてきた。Neumark and Wascher(2008)はアメリカの最低賃金に

関する研究を中心に、内外の最低賃金研究を統合的にまとめている。これまでの日本の最低賃金に関する研究

も、英米の先行研究と同様に最低賃金の雇用喪失効果や雇用者の賃金分布、所得に及ぼす影響に焦点が当てら

れ分析が行われてきた。Higuchi(2013) は日本家計パネル調査 (JHPS/KHPS) を用いて 2007 年以降の最低

賃金の大幅な引き上げが雇用者の賃金に及ぼした影響を分析している。Higuchi(2013)は分析結果から、最低

賃金は非正規雇用男性の賃金には影響を及ぼさなかったが、非正規雇用女性の賃金には有意に正の影響をあた

えていること、正規雇用の男女には正の影響をあたえなかったとの含意を得たうえで、最低賃金の引き上げが

非正規、正規雇用の格差縮小に寄与したと結論付けている。また、Kawaguchi（2021）は大規模行政データを

用いて最低賃金の雇用喪失効果を推定しており、最低賃金の引き上げは 19～24歳の高卒男性労働者の雇用を

喪失させた一方で、その他の階層には影響を及ぼさなかったとしている。

以上のような最低賃金に関する内外の研究は、最低賃金が雇用者に及ぼす影響を分析しているが、最低賃金

の政策変更は雇用者にのみ影響を及ぼすのであろうか。本論文では、日本家計パネル調査 (JHPS/KHPS)を

用いて最低賃金がそれが適用される雇用者のみならず、それが適用されない主体に対しても潜在的な影響力を

もつ、という可能性を検証する。

最低賃金が適用されない主体に対して最低賃金の引き上げが及ぼす影響は、インフォーマルセクターの規模

が大きい発展途上国を対象にこれまで研究が行われてきた。ここで、発展途上国におけるインフォーマルセク

ターとは企業に雇用されているにもかかわらず、企業が不法に最低賃金を適用していない労働者を指す。こう

したインフォーマルセクターの定義の下で、発展途上国を対象とした多くの実証研究は、最低賃金の引上げ

がフォーマルセクターのみならずインフォーマルセクターの労働者の賃金にも正の影響を及ぼすとの示唆を

得ている。例えば、Khamis(2013)は、アルゼンチンのデータを用いて差の差分析により最低賃金の引上げが

フォーマルセクターのみならず、インフォーマルセクターの賃金に正の影響を与えたことを示している。ま

た、Lemos(2009)はブラジルのデータを用いて最低賃金の政策変更がインフォーマルセクターの賃金分布に

影響を与えること、ならびにインフォーマルセクターでの雇用増大が見られないことを報告している。

一方、Mincer(1976)に代表される two sectorモデルは、労働市場としてフォーマルセクターのみならずイ

ンフォーマルセクターを考慮した場合、理論的には最低賃金の引上げはインフォーマルセクターの雇用を増

大させ、インフォーマルセクターの賃金に負の影響を与えることを予測する。これは、最低賃金の引上げが

フォーマルセクターにおいて雇用を喪失させ、失業者がインフォーマルセクターに流入するという経路が存在

するためである。それ故、理論的な予測と実証的な含意が矛盾することから、発展途上国の文脈において最

低賃金の引上げがインフォーマルセクターの賃金に正の影響を与える一方で、雇用増大が見られない現象は

puzzleな現象であるとして注目されてきた。

一方で、先進国の文脈ではインフォーマルセクターに代表されるような最低賃金が適用されない主体に対す

る最低賃金の引き上げの影響は、筆者の知る限りでは全く研究が行われていない。これは、先進国ではイン

フォーマルセクター自体の規模が極めて小さく、歴史的にも最低賃金の適用範囲が拡大されてきたという経緯
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があるためである。一方、近年日本を含めた先進国において最低賃金が適用されない主体は請負という形で増

加傾向にある。請負とは企業とは雇用関係にないが企業から仕事を委託される存在であり、厳密には労働者で

はなく自営業に分類されるため最低賃金法の適用を受けない。一方、純粋な自営業とも区別されるため自営業

の特性を持ちつつ企業とも関係を持つ中間的な存在である。すなわち、近年の先進国においては、最低賃金

が適用されない主体が縮小してきた、というこれまでの歴史とは逆行する現象が労働市場に生じていると言

える。

本論文では、こうした近年の先進国における新しい社会現象に着目し、「日本家計パネル調査」（JHPS/KHPS）

を用いて最低賃金の引上げが請負の賃金分布に及ぼす影響を分析する。本研究の学術的意義は二点である。ま

ず、近年の先進国において、最低賃金が適用されない主体が請負という形で増加傾向にあることを踏まえた上

で、途上国において puzzleとされる現象が先進国においても見られるのか、という点を検証することである。

既存研究では途上国のインフォーマルセクターに焦点が当てられ、先進国における請負の増加という社会現象

には着目されてこなかった。二点目は、途上国において議論されてきたメカニズムを踏まえたうえで、先進国

における分析結果の下、最低賃金が、それが適用されない主体に与える影響に関するメカニズムへの含意を得

ることである。途上国よりも最低賃金の歴史が蓄積された先進国における分析を通し、こうした現象が生じる

メカニズムに対する新たな知見を得ることが出来る可能性がある。

また、本研究にはこうした学術的貢献に加え、政策的意義も存在する。これまで日本の最低賃金の政策変更

においては、最低賃金が適用される雇用者にのみ焦点が当てられ、それが適用されない請負に対する影響は考

慮されてこなかった。本研究は、最低賃金が請負に対し潜在的な影響力を及ぼしているかを検討することで、

日本の最低賃金の政策変更に際する知見の蓄積に貢献する。
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2 制度的背景

2.1 最低賃金の制度的背景

本項目では、日本の最低賃金の制度的背景について記述する。日本の最低賃金は地域別最低賃金、産業別

最低賃金の二種類に大別することができる。地域別最低賃金とは、都道府県ごとに定められ、原則その都道

府県で働く全労働者に適用される最低賃金である。産業別最低賃金とは、特定地域の特定産業の労働者に適

用される最低賃金である。地域別最低賃金は、公益代表者、使用者代表者、労働者代表者で構成される国の

中央最低賃金審議会が、全国の都道府県を A、B、C、D の 4 ランクに分類したうえで、ランクごとに最低

賃金引き上げの目安を提示し、これを受けて各都道府県の地方最低賃金審議会が引き上げ額を決定している。

Higuchi(2013)でも指摘されているように、中央最低賃金審議会は日本全国の経済状況を考慮した上で、都道

府県ごとの生活費の違いや、雇用者の支払い能力、最低賃金が雇用に与える影響に着目して目安額を設定して

いるとされるが、地域間の賃金格差の拡大を抑制する目的から、とりわけ大都市においては最低賃金の引き上

げ額が抑えられる傾向にあったとされる。その結果、とりわけ大都市においては、最低賃金によりフルタイム

で働いたときに得られる給与の方が、生活保護支給額よりも少なくなってしまう、という「逆転現象」が生じ

てしまった。こうした大都市における逆転現象は、就業へのモラルハザードを引き起こすという懸念が強ま

り、政府は中小企業の生産性向上支援と最低賃金の引き上げを一体的に促進する目的から「成長力底上げ戦

略推進円卓会議」が設置された。その結果 2007年 7月の成長戦略底上げ戦略推進円卓会議の合意、ならびに

2008年から施行された改正最低賃金法では、地域別最低賃金の決定に当たって生活保護との整合性に配慮を

求められるようになり、逆転現象の解消が目指されることとなった。結果として、2007年以降大都市を中心

に大幅に、そして全国的にも継続的に最低賃金は引き上げが行われるようになった。

2.2 請負業主の定義、制度的背景

本項目では、請負業主の定義ならびに制度的背景を記述する。請負業主とは、企業に雇用されるのではなく

個人事業主として企業や個人と業務委託契約を行う者を指す。請負業主は、フリーランスやギグワーカーなど

さまざまな呼称で呼ばれているが、就業形態の定義においては「自営業者」に含まれる。請負業主は、一般に

「労働者」には該当しないため、雇用関係を前提とする社会保険制度の法規定は適用されない。すなわち、医

療保険、年金保険といった被用者保険、労災保険、雇用保険といった労働保険が請負には適用されない。ま

た、労働基準法も適用されないため最低賃金法も請負には適用されない。

請負業主は、就業構造基本調査や国勢調査など政府統計では「雇人のない業主」として集計され、「雇人の

ない業主」から「伝統的自営業主」の人数を引いた形で把握が可能である。請負業主のみを対象とした政府統

計は存在せず、定義や集計方法によって大きなバラツキが生じるため日本全国の総数把握は難しいとされるが

近年請負業主は増加傾向にあるとされる。

請負業主が増加傾向にある背景は、労働供給、労働需要の側面からそれぞれ論じることが出来る。周 (2006)

は企業が個人請負を雇う理由として「コストの削減」、「生産変動への対応」、「外部人材の活用」を挙げてい

る。「コスト削減」については、個人請負を雇う場合、個人請負が「自営業者」であるため、労働基準法、労災

保険法などの労働法の適用対象外となり社会保険料や法定福利厚生費の負担を免れることができるという意味

で、直接的にコストの削減が可能であるという点が指摘されている。「生産変動への対応」については、解雇

コストなどのリスクを伴わず、業務量の変動に合わせた柔軟な労働者数の調整が可能であることが指摘されて
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おり、「外部人材の活用」については専門的なスキルの活用という側面が指摘されている。実際に周 (2006)で

は企業データを用いた計量分析を行い、「コストの削減」が支持されると結論付けている。

労働供給の面からは、個人請負に参入する労働者が能動的な参入か不本意な参入かという側面から論じるこ

とが出来る。佐野他 (2012)によれば、個人請負の就業像は「ポートフォリオ労働者」と「周縁化された労働

者」に大別することが出来る。「ポートフォリオ労働者」とは、高学歴で高いスキルを持ち合わせ、複数の組

織から仕事を請け負う者を指す。佐野他 (2012)ではこうした「ポートフォリオ労働者」が増加した背景とし

て、雇用の不安定さが増し昇進機会が減少したことで相対的に自営業者の魅力が増したこと、ワークライフバ

ランスの重視、自律的な価値観の広がりを指摘している。一方、「周縁化された労働者」とは不本意に個人請

負に参入した労働者を指す。また、佐野他 (2012)では、女性が個人請負を選ぶ理由として企業において女性

の昇進機会が制限されていることや、家事や育児の両立が指摘されている。

以上から、近年日本において請負業主は増加傾向にあり、被用者保険や労働保険などの社会保険や最低賃金

が適用されないなど、その制度的背景は発展途上国におけるインフォーマルセクターと類似しているとまとめ

ることが出来る。
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3 先行研究ならびに本研究の位置づけ

経済学において最低賃金の研究蓄積は極めて多い。Neumark and Wascher(2008)は、最低賃金法の研究を

次の 6つに分類し記述している。 (i)雇用に与える影響　 (ii)賃金や所得分布に与える影響　 (iii)家計所得分

布に与える影響 (iv)人的資本蓄積や技能形成に与える影響 (v)企業の価格付けや利益に与える影響　 (vi)政

治や政党が最低賃金の政策変更に与える影響　の 6つである。以下では、本研究に関連する「賃金や所得分布

に与える影響」に関する先行研究をまとめたうえで、最低賃金の引上げが最低賃金が適用されない主体の賃金

や所得分布に与える影響に関連する先行研究に言及し、本研究の位置づけを記述する。

3.1 最低賃金の引上げが賃金や所得分布に与える影響

Neumark and Wascher(2008) は、最低賃金の引上げが賃金や所得分布に与える影響として賃金分布のこ

ぶの形成や、spillover 効果を指摘している。賃金分布のこぶとは、最低賃金の存在により、賃金分布が最低

賃金の近傍で切断、圧縮され、こぶ状の突起ができる現象を指し、spillover 効果とは最低賃金の上昇が最低

賃金近傍の労働者のみならず、それよりも上の賃金を受け取る労働者にも波及的に影響を与える現象を指す。

Neumark and Wascher(2008)は spillover効果が生じる理由として、低スキル人材から高スキル人材への代

替が生じることで高スキル人材の賃金が上昇するというメカニズムと、低スキル人材と高スキル人材の賃金差

を保持し高スキル人材の就業意欲を維持するため雇用主が高スキル人材の賃金をも上昇させる、というメカニ

ズムを指摘している。

日本において、最低賃金の引上げが賃金や所得分布に与える影響を分析した論文としては、安部、田中

(2007)、Kambayashi et.al(2007)、Higuchi(2013)が挙げられる。安部、田中 (2007)は、パートタイム労働

者総合実態調査と賃金構造基本統計調査のデータを用いて、低賃金地域ではパートタイムの賃金上昇率が最低

賃金の上昇率と同程度であった一方で、高賃金地域ではパートタイム賃金の上昇率が低賃金よりも低かったこ

とを指摘しており、最低賃金が低賃金地域においては賃金の下支えをした結果パート賃金の地域間格差が縮小

したとしている。Kambayashi et.al(2014)は、1994∼2004年の賃金構造基本統計調査のデータを用いて、デ

フレ下における最低賃金の実質的な上昇が、女性の賃金の下支えとなったこと、そして賃金分布の下位分位の

賃金圧縮に寄与し女性の賃金格差の縮小をもたらしたことを示している。Higuchi(2013)は、最低賃金が大幅

に上昇した 2007年以降のデータを含む KHPSパネルデータを用いて、最低賃金が非正規ならびに正規労働

者の賃金に与える影響を分析している。Higuchi(2013)は分析の結果、最低賃金はとりわけ女性の非正規労働

者の賃金に正の影響を与えた一方で、男性の非正規労働者や正規労働者の賃金には統計的有意性は確認出来な

かったとしており、最低賃金がとりわけ女性の正規、非正規労働者間の賃金格差を縮小させた、としている。

また Higuchi(2013)は、男女間の結果の違いについて橘木、浦木 (2006)に言及し、最低賃金近傍では男性よ

りも女性の労働者の方が有意に多いため、最低賃金の上昇が賃金に与える影響に男女差が生じたとしている。

3.2 最低賃金の引上げが「最低賃金が適用されない主体」の賃金や所得分布に与える影響

本論文に関連する先行研究は、Neumark and Wascher(2008)の分類に従えば (ii)賃金や所得分布に与える

影響 に該当するが、「最低賃金が適用されない主体」に対する影響という観点から見ると先行研究蓄積は極め

て少ない。本項では、まず最低賃金の引上げが「最低賃金が適用されない主体」の賃金や所得分布に与える影

響に関する経路、メカニズムについて整理した後、その実証を行った先行研究に言及する。

7



最低賃金の引上げが「最低賃金が適用されない主体」の賃金や所得分布に与える影響は、正、負どちらの

影響も想定することが出来る。負の影響が生じうるメカニズムとしては主に二つの経路を指摘することが出

来る。一つ目は、Mincer(1976)が提唱した two sectorモデルが予測する経路である。two sectorモデルとは

フォーマルセクターと、インフォーマルセクターの二つの労働市場を考慮したモデルである。このモデルで

は、最低賃金の引き上げに伴い、フォーマルセクターにおいて職を得ることが出来ない労働者はインフォーマ

ルセクターに職を求めるため、結果としてインフォーマルセクターの雇用が増大し、インフォーマルセクター

では賃金が引き下げられると予測する。すなわち今回の研究の文脈に沿えば、最低賃金の引上げに伴い雇用世

界で職を失ったものが請負へと参入するため、請負の労働供給が増大し請負の賃金が下落するという経路が予

測できるということである。二つ目は、最低賃金法が適用されないことから、最低賃金法による賃金分布の下

支え効果が発生せず、不況期に負の影響を受けやすい可能性があるという経路である。

一方、正の影響が生じるメカニズムとしては lighthouse effect という現象が指摘できる。これは、イン

フォーマルセクターの市場において、フォーマルセクターにおける最低賃金が reference wageとして機能し、

インフォーマルセクターの賃金決定に際する公平性に影響を与えるという現象である。こうした現象は、主に

途上国のインフォーマルセクターの研究において指摘されてきた。最低賃金法の歴史の蓄積が途上国よりも多

い先進国においても lighthouse effectが存在するとすれば、最低賃金の引上げは雇用世界のみならず請負にも

正の影響を与えうる。また、正の影響が生じうるメカニズムは労働需要の側面から考えることも出来る。労働

需要の側面から考えれば以下のメカニズムが指摘できる。請負を代表とする「最低賃金が適用されない主体」

は一般に社会保険の適用がないことから、企業は請負を利用した場合には社会保険料のコストカットを行うこ

とが出来る。それ故、最低賃金の引き上げにより雇用者の労働コストが増大すると、コスト削減の目的から請

負の労働需要が増大し、結果として請負の賃金が上昇することが想定される。

以上のメカニズムを踏まえ、これまで行われてきた実証研究についてまとめる。Neumark and

Wascher(2008)でも言及されているように、最低賃金の政策変更が、最低賃金法が適用されない労働市場に与

える影響は、インフォーマルセクターの規模が大きい途上国で注目されてきた。

Neumark and Wascher(2008)によれば、途上国ではインフォーマルセクターの賃金分布にこぶが見られる

国と見られない国の両方が存在する。Khamis(2013)では、途上国において最低賃金の引き上げがインフォー

マルセクターの賃金分布に与える影響を、差の差法を用いて分析しており、最低賃金の引き上げはインフォー

マルセクターの賃金分布にも正の影響を与えるという示唆を得ている。また、Lemos(2009)でも、最低賃金

がインフォーマルセクターの賃金分布に影響を与えること、ならびにインフォーマルセクターでの雇用増大

が見られないことを報告している。Lemos(2009) は、Mincer(1976) の two sector モデルによる予測と自身

の実証結果との矛盾についても言及している。前述したとおり、Mincer(1979)の two sectorモデルは、最低

賃金の引き上げに伴いインフォーマルセクターの雇用は増大し、賃金は下落すると予測する。Lemos(2009)

は、自身の実証結果を踏まえ、こうした two sectorモデルの予測は途上国においては必ずしも成り立たない、

との主張を展開している。Lemos(2009)では、two sectorモデルに代わる理論モデルは提案されていないが、

Khamis(2013)や Lemos(2009)らの研究を踏まえれば、これまで途上国では two sectorモデルの予測に反す

るような現象が実証上観察されてきたと言える。以上のように、最低賃金が途上国においてインフォーマルセ

クターの賃金分布にも影響を与えうることは以前からも指摘、研究されてきた。こうした途上国における先行

研究を踏まえると、先進国においても、最低賃金が請負の賃金分布に影響を与えうる可能性が予想できる。
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3.3 本研究の意義

本研究の意義は主に二つである。一点目は、「最低賃金法が元々適用されない主体」が先進国においても近

年見られるという現象に着目することである。先進国、とりわけアメリカは、最低賃金の適用範囲が徐々に

拡大してきたという歴史を持っている。それ故、こうした歴史的な背景の下で、最低賃金の適用がなされる

covered sectorと、なされない uncovered sectorを同時に考慮する必要性が生じ、1970 年代から two sector

モデルなどが考えられた。一方で、途上国は現在もインフォーマルセクターが残存し、その規模も未だに大

きい。それ故、最低賃金がインフォーマルセクターに与える影響が重要視され、two sector モデルといった

1970年代の先進国の議論を再考する形で研究が進展してきた。すなわち途上国の議論は、インフォーマルセ

クターの規模が大きい途上国の労働市場に着目して、従来の先進国の議論を拡張してきたという点に価値を有

しているとも捉えられる。しかし近年では、先進国でも「最低賃金が元々適用されない主体」が、請負という

形で増加している。つまり、最低賃金の適用範囲が拡大してきたというこれまでの先進国の歴史と逆行する新

しい現象が近年先進国で生じている。 本研究では、そうした先進国における新しい現象に着目すること、そ

して途上国の文脈で puzzleと議論されてきた現象が先進国においても見られるのか、という点を検証するこ

とに意義がある。すなわち、途上国と異なりインフォーマルセクターそのものの規模が小さく、雇用世界が労

働市場の大半を占める近年の先進国においても、こうした現象が見られるのか、という点を検証することに学

術的な意義がある。

二点目の意義は、最低賃金変更に際する政策的な知見の蓄積に寄与することである。従来の最低賃金の政策

変更においては雇用労働者への影響に主に焦点が当てられ、請負業主に与える影響はほとんど考慮されてこな

かった。実際、政府統計やマイクロデータ等を用いて請負業種の賃金分布を推定した政府資料や、最低賃金が

請負業主に与える影響に関する先行研究は、筆者の知る限りでは存在しない。しかし、最低賃金の請負への潜

在的な影響が実証上確認されるとすれば、最低賃金の政策変更に際してはその影響を直接的に受ける雇用者だ

けでなく、潜在的に影響を受ける可能性がある請負業主にも着目すべきであるという示唆を得ることが出来る

可能性がある。また、こうした分析は請負の労働市場に実際に最低賃金に相当する制度を導入すべきか、と

いった議論や年々増加する請負業主の社会保障の設計の議論に貢献できる。Boeri et al.(2020) では近年世界

的に雇人なし自営業が増加していることやその背景、問題点が指摘されており、請負と最低賃金法との関連性

は今後日本だけでなく先進国における労働市場の議論において重要な側面となる可能性がある。
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4 使用データとデータセットの作成法

4.1 データ

本研究では、最低賃金の大幅な引き上げが請負の賃金に与える影響を推定するため、パネルデータ設計・解

析センターが提供する「日本家計パネル調査」(JHPS/KHPS)を利用した。以下、「日本家計パネル調査」を

JHPS/KHPS と記述する。JHPS/KHPS は、以前は別々に実施、管理されてきた慶應義塾家計パネル調査

(KHPS)と日本家計パネル調査 (JHPS)が 2014年に統合される形で誕生したデータである。

慶應義塾家計パネル調査 (KHPS)は 2004年 1月から始まった年次パネル調査であり、初回調査では 2004

年 1月 31日時点で満 20 ∼ 69歳の男女 4005名 (予備対象を含む)が対象者となった。2005年以降は初回調

査の対象者に対して、毎年 1月に追跡調査を行っている。2007年には新たに 1400人、2012年には 1000人

のサンプルが追加された。日本家計パネル調査 (JHPS)は、2009年 1月から始まった年次パネル調査であり、

初回調査では 2009年 1月 31日時点で満 20歳以上の男女 4022名 (予備対象を含む)が対象者となった。2014

年には KHPSと JHPSが統合され、質問票も統一された。JHPS/KHPSは現時点では 2019年が最新年度の

データとなっている。

また、47都道府県ごとの地域別最低賃金のデータについては労働調査会が出版する「最低賃金決定要覧」各

年度版を参照した。なお、Kawaguchi and Mori(2009)でも言及されているように産業別最低賃金は地域別最

低賃金よりも適用対象の労働者の割合が低い。また、本研究では JHPS/KHPSの都道府県データの利用が難

しく、都道府県、地域ごとに産業別最低賃金における産業コードと、JHPS/KHPSにおける産業コードをマッ

チングさせることが困難であった。以上の理由から、本研究では地域別最低賃金に焦点を当て分析を行った。

次に、地域別失業率については、「労働力調査」の都道府県ごとの労働力人口、完全失業者から、地域別にそ

れらの変数を集計し完全失業者を労働力人口で割る形で地域別失業率を計算した。

なお地域別最低賃金、地域別失業率の数値については補論 Aに付した。

4.2 JHPS/KHPSの利点

本研究において、JHPS/KHPSを利用することには多くの利点が存在する。まず、JHPS/KHPSは、生活

保護との整合性の議論に伴い最低賃金が大幅に引き上げられた 2007年以降の長期的なパネルデータを含んで

いるため、最低賃金の上昇が請負の賃金に与えた影響を分析するのに有用である。また、就業形態の質問項目

においては、「会社と雇用関係のない在宅就労・内職」、「委託労働・請負 (雇用関係にない者)」という項目が

存在し「雇用関係にない」という請負の定義に沿う就業形態を明示的に質問している。「雇用関係にない」と

いう明示的な質問は、発展途上国のインフォーマルセクターの研究で批判として挙げられている就業形態の誤

分類を回避することができる。筆者の知る限りでは、このように請負の定義に沿う就業形態を質問している日

本のパネルデータは JHPS/KHPS以外には存在せず、政府統計等のミクロデータにおいても請負という就業

形態は明示的に質問票に取り込まれていないため、請負を純粋に抽出することは難しい。また、JHPS/KHPS

では回答者は給与の支払い形態とその額、労働時間を回答しており、本来取得が難しい請負の時給を計算する

ことが可能である。さらに、パネルデータであることから、回答している昨年の収入が請負からの収入である

かを明瞭に識別することが出来る。クロスセクションデータの場合には、回答者の「昨年の収入」は請負から

の収入ではなく雇用労働者としての収入であるという可能性が残されてしまい、最低賃金の引き上げが請負の

賃金に影響を与えたと結論付けることは難しい。しかし、パネルデータであれば、昨年の就業形態も観察でき
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ることから昨年から回答年に継続して請負の者を抽出すれば厳密に実証分析を行うことが可能になる。以上の

ような利点を満たしたパネルデータは、日本のデータセットの中では筆者の知る限りでは唯一であり、本論文

における分析に適していると考える。

4.3 データセットの作成と変数定義

本研究では、2007年以降の最低賃金の大幅な上昇が請負の賃金に及ぼす影響を分析するため KHPS/JHPS

の 2009 年から 2019 年のデータを利用した。なお、最低賃金は毎年 10 月に改訂されるが、本研究では

KHPS/JHPSに含まれる「昨年の賃金に関する変数」が、その前年の最低賃金の改訂の影響を受けると仮定

した。例えば、2007年 10月の最低賃金の改訂は、JHPS/KHPSの 2009年データの「昨年の賃金に関する変

数」(すなわち 2008年の賃金)に影響を与えると仮定した。

以下では本研究で使用したデータセットの作成、ならびに変数定義について記述する。本研究で使用した変

数は、昨年の賃金 (の対数値)、年齢とその二乗、労働経験年数とその二乗、業種ダミー、企業規模ダミー、市

郡ダミー、年ダミー、地域別完全失業率、地域別最低賃金額である。

昨年の賃金は以下の手順で作成した。まず、回答者が「昨年の給与形態」に回答していることを確認し、月

給、週給、日給、時給、年棒のいずれの形態で給与が支払われているかを特定した。次に、昨年一年間の「一

か月の総労働時間」、「一週間の総労働時間」、「一日の労働時間」、「一年間の総労働時間」を計算した。「一日

の労働時間」は回答者が回答する「月の労働日数」と「週の労働時間」から計算した。具体的には、「週の労働

時間」に 4を掛け、それを「月の労働日数」で割った。なお、計算後「一日の労働時間」が 24時間を超えるも

のについては欠損とした。「一週間の総労働時間」は「週の労働時間」を利用した。「一か月の総労働時間」は

「一日の労働時間」に「月の労働日数」を掛けて計算した。「一年間の総労働時間」は「一か月の総労働時間」

に「働いた月数」を掛けた。なお「働いた月数」は回答者が昨年働いた月を回答しているためそれを利用して

集計した。最後に、「昨年の給与形態」ごとに回答者の時給を計算した。すなわち月給の場合は「一か月の総

労働時間」で、週給の場合は「週の労働時間」で、日給の場合は「一日の労働時間」で、時給の場合はそのま

ま、年棒の場合は「一年間の総労働時間」で割り、時給を求めた。以上で、「昨年の給与形態」に回答してお

り、かつ「週の労働時間」、「月の労働日数」、「昨年の就業月」を回答している者については時給が計算出来た。

一方、「昨年の給与形態」に回答していない者や、計算過程で欠損になったものについては以下の手順で時給

を計算した。まず、「昨年の主な仕事からの収入」に回答しているものについては、「一年間の総労働時間」で

割り時給を求めた。「昨年の主な仕事からの収入」も欠損のものについては、副業をしていないという条件の

下、性別で絞り「主人の昨年の収入」、「奥様の昨年の収入」から時給を計算した。以上の手順を踏んでも時給

が計算できなかったものについては欠損サンプルとした。

年齢は、回答年-生年により計算した。労働経験年数は、就業経験の質問において正規経験、臨時雇用経験

を回答している年数を足し合わせる形で作成した。ただし、正規経験、臨時雇用経験を同時に経験しているサ

ンプルがわずかながらに存在したため、正規経験、臨時雇用経験どちらかを経験した場合に 1を取る、という

形で労働経験年数を足しあげた。また、自身の回答時の年齢よりも高い年齢における労働経験を回答している

サンプルが存在したが、そうした回答は明らかに誤回答であるため、経験年数を足しあげる際には年齢で条件

づけて計算を行った。なお、自営経験についても同様な手順を踏んだ。また、パネル構造を利用し、労働経験

年数、自営経験年数に回答期間中の労働経験を足しあげた。具体的には、就業経験で勤め人としている場合に

は、労働経験年数に 1を足し、自営もしくは請負としてる場合には自営経験に 1を足しあげた。ただし、分析
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に際しては最低賃金の引き上げは労働経験年数に影響を与えうるため、最低賃金の改訂の影響を受ける前の年

度の労働経験年数を共変量として利用した。例えば、2007 年の最低賃金の改訂が 2008 年の賃金に影響を及

ぼす、という場合には 2007年時点の労働経験年数を利用した。業種ダミーは選択肢 1の農業を、企業規模ダ

ミーは選択肢 1の 1 ∼ 4人をベースラインとして作成した。また、これらの変数も労働経験年数と同様に前の

年度の回答を共変量として利用した。ただし、サンプルのパネル回数が一回目の場合には、一年前の業種、企

業規模は不明のため欠損処理を行った。

市郡ダミーは選択肢 1が政令市 (特別区を含む)、選択肢 2がその他の市、選択肢 3が町村、選択肢 4が海

外であるが本研究では、選択肢 1をベースラインとした。なお、海外を選択しているサンプルは存在しなかっ

た。年ダミーは 2009年をそれぞれベースラインとして作成した。

最後に、データセットの絞り込みの手順を記述する。まず、就業形態の質問において「会社と雇用関係のな

い在宅就労・内職」、「委託労働・請負 (雇用関係にない者)」と回答しているものを「請負」と定義した。その

後、前述の通り、昨年から回答年に継続して請負の者にサンプルを絞り、データセットを作成した。
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5 地域別最低賃金が請負の賃金に及ぼした影響に関する分析

5.1 分析方法、推定結果ならびに解釈

本論文では、まず 2005年から 2010年の請負の賃金分布をノンパラメトリック密度推定により推定し、2007

年以降の最低賃金の上昇が請負の賃金分布に影響を与えている可能性があるかを確認した。推定の際には、全

体のサンプルに加え、男女別にも推定を行った。なお、ノンパラメトリック密度推定の際には推定上の安定性

の問題から十分なサンプルサイズが必要となるが、「昨年から継続的に請負の者」にサンプルを絞ると推定に

十分なサンプルサイズが確保出来ないことから、ノンパラメトリック推定においては「昨年から継続的に請負

の者」ではなく、「回答年に請負の者」にサンプルを絞った。それ故、必ずしも請負の賃金分布とは限らず、勤

め人の賃金も一部含まれている可能性がある点に留意が必要である。また、2009年以降は JHPSと KHPSが

統合したことから、2009年、2010年についてはそれ以前よりもサンプルサイズが大きくなっているため、や

や賃金分布の形状が異なっている点にも留意が必要である。

推定に際してはそれぞれ、全体サンプルの場合には 1421サンプル、請負男性の場合には 576サンプル、請

負女性の場合には 845 サンプルとなった。全体のサンプルの場合には、2005 年が 174 サンプル、2006 年が

138サンプル、2007年が 217サンプル、2008年が 209サンプル、2009年が 375サンプル、2010年が 308サ

ンプルとなった。請負男性の場合には、2005 年が 72 サンプル、2006 年が 54 サンプル、2007 年が 74 サン

プル、2008年が 69サンプル、2009年が 158サンプル、2010年が 149サンプルとなった。請負女性の場合

には、2005年が 102サンプル、2006年が 84サンプル、2007年が 143サンプル、2008年が 140サンプル、

2009年が 217サンプル、2010年が 159サンプルとなった。

図 1、図 2、図 3はそれぞれ請負全体、請負男性、請負女性のサンプルの賃金分布をノンパラメトリック密

度推定したグラフである。グラフ内の赤線はそれぞれ 700 円、900 円であり、最低賃金近傍の目安を表して

いる。

13



図 1　 2005年 ∼2010年の請負の賃金分布 (全体、時給換算)

図 2 2005年 ∼2010年の請負の賃金分布 (男性、時給換算)
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図 3 2005年 ∼2010年の請負の賃金分布 (女性、時給換算)

図 1から、請負全体の賃金分布は 2009年以降右側にシフトしている様子が伺える。また、図 2、図 3から

男性、女性ともに 2009年以降最低賃金近傍の賃金を受け取っている請負の割合が上昇している様子が伺える。

以上の結果は、2007年以降の法改正に伴う最低賃金の上昇が請負の賃金分布に正の影響を与えている可能性

を示唆している。

以上のような、素朴なノンパラメトリック密度推定による視覚的な観察結果を踏まえ、本論文では次に、

2009年以降の請負のサンプルを用いて最低賃金が請負の時給に影響を及ぼしているかを固定効果推定により

分析した。推定に際しては以下のモデルを仮定し分析を行った。

log(wit) = x′
itβ + log(MWit) + αi + λt + ϵit (1)

被説明変数は対数賃金、共変量は年齢、年齢二乗、労働経験年数、労働経験年数二乗、業種ダミー、企業規模

ダミー、市郡ダミー、地域別失業率である。なお定数項も含まれる。使用した手法は個人効果、年効果を取

り入れた固定効果推定である。なお、調査期間において居住地域を移動したサンプルが存在しなかったため

個人効果には地域固有の効果も含まれる。標準誤差の計算に際しては個人と地域でクラスタリングを入れた

two-way clusteringによる標準誤差を利用した。推定の際には、STATAの reghdfeパッケージを使用した。

なお、男女合わせたサンプルと、男性、女性に分けたサンプルで推定を行った。男女合わせたサンプルの個人

の人数は 260であり、男性のみのサンプルは 132、女性のみのサンプルは 128である。

推定結果は以下である。なお、記述統計量は補論 Bに付した。
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表 1　地域別最低賃金 (対数値)が請負全体の賃金 (時給換算、対数値)に与える影響

表 2　地域別最低賃金 (対数値)が男性請負の賃金 (時給換算、対数値)に与える影響
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表 3　地域別最低賃金 (対数値)が女性請負の賃金 (時給換算、対数値)に与える影響

上記の推定結果から、請負全体においては地域別最低賃金と請負の時給には有意な関係は認められないが、

男性、女性のサブサンプルに分けると男性の場合には 10%有意水準で正に有意であるが、女性の場合には有

意な関係は認められないことが分かった。とりわけ男性の請負の場合には地域別最低賃金の 1%の上昇は、請

負の賃金を 3.68%引き上げる可能性が示唆された。

この結果は、先進国、とりわけ日本においては最低賃金の政策変更は、男性請負の賃金にのみ正の影響を与

える可能性を示唆している。こうした男女差の影響の違いが生じるメカニズムは主に二つ考えられる。一点目

は、請負は雇用者として失業した女性が参入しやすい可能性がある、という点である。すなわち最低賃金の上

昇に伴い、雇用者としての職を失った女性が、請負に参入しやすい可能性があるというという経路である。最

低賃金の上昇は雇用コストを増大させるため請負の労働需要を増大させるが、女性の場合には最低賃金の上昇

に伴い雇用者として失業した女性が請負として参入しやすい傾向があるため請負の労働供給も増大し、結果的

に請負の賃金には正の影響をもたらさない可能性がある。二点目は、男性請負が、製造業など、雇用者におけ

る社会保険料のコストが高い職種で働いていることに着目した経路である。最低賃金の上昇に伴い雇用コスト

が増大すると、社会保険料のコストカットを目的として企業は請負の労働需要を増大させる可能性がある。そ

れ故、とりわけ社会保険料のコストカットの恩恵が大きい製造業などの職種において請負の労働需要が増大

し、男性請負の賃金が正の影響を受ける可能性がある。

以上の経路を踏まえ、本論文では次にとりわけ男性請負に着目し「仕事の内容」ごとのサブサンプルに分け

て分析を行った。JHPS/KHPSでは、回答者に「従事している仕事の内容」を質問している。質問の具体的

な内容ならびに選択肢ごとのサンプルの内訳については補論 Cに付した。ここで、上記の二点目の経路を踏

まえ、とりわけ「仕事の内容」において社会保険料のコストカットの恩恵が大きいと考えられる「運輸・通信

従事者（鉄道、車、船、航空機の運転従事者、車掌、有線・無線の通信士など）」、「製造・建築・保守・運搬
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などの作業者」を回答した男性請負とそうでない男性請負にサンプルを分け、サブサンプルごとに推定を行っ

た。以下が、推定結果である。

表 4　地域別最低賃金 (対数値)が製造等に従事する男性請負の賃金 (時給換算、対数値)に

与える影響
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表 5　地域別最低賃金 (対数値)が製造等以外に従事する男性請負の賃金 (時給換算、対数

値)に与える影響

推定結果から、社会保険料のコストカットの恩恵が大きいと考えられる製造業等の仕事に従事してる男性請

負の場合、最低賃金額と請負の賃金は 5%有意水準で正に有意 (また、p値は 0.012であり 1%有意水準に限

りなく近い)であり、そうでない場合有意でない可能性が示唆された。また、その係数値は 13.22%と極めて

大きく、最低賃金の政策変更が、こうした仕事に従事する男性請負の賃金に大きな影響を与えている可能性が

示唆された。

5.2 頑健性のチェック

本項目では、前項目の推定結果を踏まえ、結果の頑健性の議論について記述する。

まず初めに、内生性に関する議論を記述する。一般に、誤差項と説明変数が相関する場合、OLS推定量は

一致性を持たない。本論文では、最低賃金額の決定と誤差項の間に相関があるか、が内生性の議論において論

点となるが、本研究においては以下の観点から内生性による深刻なバイアスは生じていないと考えられる。ま

ずはじめに、本研究においてはデータのパネル構造を利用し、年効果、個人効果を取り入れた固定効果推定を

行っている。それ故、年効果、個人効果 (とそれに含まれる地域効果)による内生性の問題が回避されている

と指摘できる。次に、本研究における被説明変数が請負の賃金であることである。一般に、最低賃金の政策変

更の際には政策決定者は地域別失業率等の地域ごとの景気判断に加え、雇用者の賃金を考慮し最低賃金の目安

額を決定すると考えられるが、筆者の知る限りでは請負の賃金をも考慮し政策変更がなされたことはこれまで

の日本の最低賃金政策の歴史においては存在しない。それ故、請負の賃金に対して最低賃金額はかなりの程度

外生的に変動していると捉えることが可能である。

次に、最低賃金が請負の賃金にどの程度の影響を与えているかを表す係数の推定値に関する議論を行う。前
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項目の推定結果から、都道府県別の最低賃金額を地域ごとに単純平均を取った地域別最低賃金の場合、最低賃

金の 1%の引き上げは男性の請負の賃金のみ 3.68%引き上げる可能性が示唆されたが、同様に JHPS/KHPS

のデータを用いて最低賃金が雇用者の賃金に与える影響を推定した Higuchi(2013) の推定値を踏まえると係

数が過大推定されている可能性がある。また、仕事の内容ごとに男性請負のサンプルを分けて行った推定にお

いても、係数値は 13.22と極めて大きかった。本研究では、都道府県別の個人データが利用できず都道府県別

最低賃金による推定が行えなかったことから、頑健性チェックとして、単純平均による地域別最低賃金のみな

らず、地域ごとに最低賃金額が大きい上位二県、上位三県の都道府県別最低賃金の平均を取る形で作成した地

域別最低賃金による推定も行った。推定結果については補論 Dに付した。なお、共変量の係数と切片項は省

略し最低賃金に関する係数の推定値のみ表に載せている。

推定結果から、上位二県、上位三県ともに、全体サンプルでは最低賃金額と請負の賃金には統計的に有意な

関係は見出せず、男性、女性に分けて分析を行っても統計的に有意な関係は見出せない、と分かった。他方

で、製造業等に従事する男性請負のみのサンプルにおける最低賃金に関する係数は上位二県の場合、有意水準

10%で正に有意であり、上位三県の場合、有意水準 5%で正に有意であると分かった。また、その推定値もそ

れぞれ 6.83、8.47と大きな値である。以上を踏まえれば、本データにおいては地域別最低賃金の最低賃金の

作成法によらず、全体サンプル、女性サンプルでは最低賃金と請負の賃金には統計的に有意な関係は認められ

ないが、男性サンプルについては、単純平均による地域別最低賃金と請負の賃金は有意水準 10%で統計的に

正に有意である一方、上位二県、上位三県による地域別最低賃金では統計的に有意な関係は認められないこ

と、また、製造業等に従事する男性請負にサンプルを絞ると、地域別最低賃金の最低賃金の作成法によらず、

統計的に正に有意の関係が認められるとまとめることができる。この結果は、男性サンプルにおける最低賃金

と請負の賃金の関係は、地域別最低賃金の作成法に依るため一概に正の関係が認められると結論付けることは

難しいが、社会保険料のコストカットの恩恵が大きい製造業等に従事する男性請負については頑健に正の関係

が認められていることを示しており、前述した社会保険料のコストカットによる経路が存在する可能性を示唆

している。

最後に、請負の給与の支払い形態に関する論点を議論する。データセットの作成の項で説明したように、本

研究では継続的に請負の者に絞ったうえで、請負の賃金 (時給換算)の作成に際して回答者が回答した「給与

支払いの形態」を利用しているが、「給与支払いの形態」において時給と回答している者の中には本来は雇用

者であるにも関わらず請負と誤認識しているサンプルが含まれている可能性がある。継続的に請負の者に絞っ

た上で分析を行っていることから、こうしたサンプルが混入している可能性は必ずしも高くない、と考えられ

るが上記の論点を踏まえ頑健性のチェックとして、「給与支払いの形態」として時給以外を選択しているもの

にサンプルを絞り分析を行った。なお「給与支払いの形態」を無回答の者もサンプルから除去した。推定結果

については補論 Eに付した。なお、共変量の係数と切片項は省略し最低賃金に関する係数の推定値のみ表に

載せている。

推定結果から、給与形態が時給以外の全体サンプルでは最低賃金と請負の賃金には有意水準 5%で統計的に

有意な関係が認められたが、時給の全体サンプルでは統計的に有意な関係は認められない、と分かった。また、

男性請負では給与形態が時給以外のサンプルでは最低賃金と請負の賃金には有意水準 1%で正に統計的に有意

な関係が認められたが、時給のサンプルでは有意な関係は認められなかった。女性請負の場合は給与形態が時

給以外のサンプルでは最低賃金と請負の賃金には有意水準 1%で負に統計的に有意な関係が認められたが、時

給のサンプルでは有意な関係は認められなかった。以上から、回答者の誤認識によるサンプルのバイアスを考

慮した上でも、実証結果の頑健性が確かめられた。また、給与形態が時給以外の女性の請負のサンプルにおい

て統計的に有意に負の関係が認められたことは、最低賃金の引上げにより雇用者として職を失った女性が請負
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に参入することで女性の請負の賃金が引き下がる、というメカニズムが働いている可能性を示唆している。
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6 結論

本論文では、「日本家計パネル調査」（JHPS/KHPS）を用いて 2007年以降の地域別最低賃金の大幅な引き

上げが請負の賃金に与えた影響を推定した。推定に際しては、データのパネル構造を利用し時間効果、年効果

を取り入れた固定効果推定を行った。分析の結果、以下の点が明らかになった。まず、地域別最低賃金の引上

げは請負全体の賃金には影響を及ぼしていない可能性が示唆された。次に、男女別にサンプルを絞った場合の

分析からは、地域別最低賃金の引き上げは男性請負に対しては統計的に有意に正の影響を及ぼす一方で、女性

請負に対しては影響を及ぼしていない可能性が示唆された。この結果は、地域別最低賃金が請負の賃金に及ぼ

す影響には男女差が存在する可能性を示唆している。本論文では、こうした男女差が生じる経路の一つとし

て、女性の場合には最低賃金の引き上げに際して雇用者として失業したものが請負に参入しやすい傾向がある

可能性があること、男性の場合には社会保険料のコストカットの恩恵が大きい製造業等に従事している請負が

多いことを指摘した。追加的な分析として製造業等に従事する男性請負にサンプルを絞った分析からは、とり

わけ製造業等に従事する男性請負に対して、最低賃金の引き上げが正に強い影響を及ぼしている可能性が示唆

された。また、頑健性のチェックの議論から上記の含意は、一定程度の頑健性を有していることが確認できた。

以上を踏まえると、本論文から以下の点が明らかになったとまとめられる。まず、先進国、とりわけ日本に

おいては最低賃金が「それが適用されない主体」に与える影響については男女差が存在する可能性があるとい

う点である。途上国と同様に男性請負に対しては、puzzleとされる現象を確認することが出来たが、女性請負

については確認出来なかった。また、時給以外のサンプルに絞った女性請負については最低賃金の引上げは女

性請負の賃金に負の影響を与えている可能性が示唆されたが、この実証結果はMincer(1976)の two sectorモ

デルの予測と整合的である。

二点目は、男性請負が製造業等の社会保険料のコストカットの恩恵が大きい仕事に従事しているため、こう

した男女差が生じている可能性があるという点である。途上国において言及されているいわゆる lighthouse

effectが先進国においても存在するとすれば、最低賃金の影響には男女差が生じない可能性があると指摘でき

るが、本論文の含意を踏まえると、先進国においては最低賃金は男性請負、女性請負に対し異なる経路で影響

を与えている可能性が示唆された。

また、本論文の分析から最低賃金の政策変更に際しては労働者のみならず請負に対する影響を考慮する必要

がある、との含意を得ることが出来た。今後請負の労働市場が拡大する可能性を踏まえれば、最低賃金の請負

に対する潜在的な影響を考慮することは政策上重要な論点になりうる。

本論文では、以上のような点が明らかになったがこの論文にはいくつかの課題がある。まず、地域別最低賃

金が請負の賃金に及ぼす影響に関する理論的分析を提示することが出来なかった。本研究の主要な目的は理論

的分析ではないが、本研究の実証結果を踏まえ今後理論的研究が進展することが望まれる。二点目は、推定さ

れた係数値が過大評価されている可能性があることである。また、多くの推定結果において年効果、個人効果

を取り入れた固定効果推定の標準誤差は極めて大きかった。こうした問題の背景には、都道府県別最低賃金が

利用できなかったこと、請負の時給計算において誤差が生じている可能性が指摘できる。本研究の実証結果を

踏まえたうえで、その他のデータセットで結果の頑健性を確認することが重要であると考えられる。
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補論

補論 A

本研究の分析に使用した地域別失業率と、地域別最低賃金の数値表を付した。

表 A1　 2007年 ∼2017年にかけての地域別失業率

表 A2　 2007年 ∼2017年にかけての地域ごとの単純平均による地域別最低賃金

表 A3　 2007年 ∼2017年にかけての地域ごとの上位二県による地域別最低賃金
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表 A4　 2007年 ∼2017年にかけての地域ごとの上位三県による地域別最低賃金
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補論 B

本研究で用いたデータセットの記述統計量を付した。

表 B1　記述統計量　全体

表 B2　記述統計量　男性

表 B3　記述統計量　女性
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補論 C

「仕事の内容」に関する質問票を付した。なお、男性請負に条件づけた上で、それぞれの選択肢において 1

は 11サンプル、2は 0サンプル、3は 21サンプル、4は 99サンプル、5は 1サンプル、6は 23サンプル、7

は 68サンプル、8は 202サンプル、9は 6サンプル、10は 54サンプル、11は 30サンプル、12は 12サンプ

ルであった。

表 C1　「仕事の内容」に関する質問表
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補論 D

この補論では、地域別最低賃金の作成法に関する頑健性のチェックの推定結果を付した。

表 D1　上位二県の平均による地域別最低賃金 (対数値)が請負全体の賃金 (時給換算、対数

値)に与える影響

表 D2　上位二県の平均による地域別最低賃金 (対数値)が男性請負の賃金 (時給換算、対数

値)に与える影響
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表 D3　上位二県の平均による地域別最低賃金 (対数値)が女性請負の賃金 (時給換算、対数

値)に与える影響

表 D4　上位二県の平均による地域別最低賃金 (対数値)が製造等に従事する男性請負の賃

金 (時給換算、対数値)に与える影響
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表 D5　上位三県の平均による地域別最低賃金 (対数値)が製造等以外に従事する男性請負

の賃金 (時給換算、対数値)に与える影響

表 D6　上位三県の平均による地域別最低賃金 (対数値)が請負全体の賃金 (時給換算、対数

値)に与える影響
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表 D7　上位三県の平均による地域別最低賃金 (対数値)が男性請負の賃金 (時給換算、対数

値)に与える影響

表 D8　上位三県の平均による地域別最低賃金 (対数値)が女性請負の賃金 (時給換算、対数

値)に与える影響
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表 D9　上位三県の平均による地域別最低賃金 (対数値)が製造等に従事する男性請負の賃

金 (時給換算、対数値)に与える影響

表 D10　上位三県の平均による地域別最低賃金 (対数値)が製造等以外に従事する男性請負

の賃金 (時給換算、対数値)に与える影響
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補論 E

この補論では、給与の支払い形態に関する頑健性のチェックの推定結果を付した。

表 E1　地域別最低賃金 (対数値)が請負全体の賃金 (時給換算、対数値)に与える影響 給与

の支払い形態が時給以外のもの

表 E2　地域別最低賃金 (対数値)が請負全体の賃金 (時給換算、対数値)に与える影響 給与

の支払い形態が時給のもの
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表 E3　地域別最低賃金 (対数値)が男性請負の賃金 (時給換算、対数値)に与える影響 給与

の支払い形態が時給以外のもの

表 E4　地域別最低賃金 (対数値)が男性請負の賃金 (時給換算、対数値)に与える影響　給

与の支払い形態が時給のもの
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表 E5　地域別最低賃金 (対数値)が女性請負の賃金 (時給換算、対数値)に与える影響　給

与の支払い形態が時給以外のもの

表 E6　地域別最低賃金 (対数値)が女性請負の賃金 (時給換算、対数値)に与える影響 給与

の支払い形態が時給のもの
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